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サ
イ
ト
登
録
料
な
ど
の
請
求
に
関
す
る
相

談
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
無
料
サ
イ
ト
で
あ
れ
ば

料
金
負
担
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
万
が

一
、
こ
の
事
例
の
よ
う
に
、
無
料
期
間
中
に
退

会
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
、
登
録
料
な
ど
が
か

か
る
と
い
う
規
定
な
ら
、
そ
の
こ
と
を
見
や
す

い
と
こ
ろ
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
事
例
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
規
定
は
見

て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
支
払
い
義
務
は
無
い

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
債
権
回
収
代
行
業
者
は
、
サ
イ
ト
運

営
業
者
か
ら
、
債
権
回
収
代
行
の
委
託
を
受

け
て
、債
権
を
回
収
す
る
業
者
で
す
。
た
だ
し
、

債
権
回
収
を
代
行
す
る
に
は
、
債
権
者
（
こ

の
事
例
で
は
サ
イ
ト
運
営
業
者
）
か
ら
、
債
権

回
収
代
行
の
委
託
を
受
け
た
こ
と
の
証
明
と
、

請
求
の
根
拠
と
な
る
も
の
を
、
利
用
者
に
提
示

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
提
示
が
な
け
れ
ば
、
た
と
え
、
支

払
い
義
務
を
負
っ
て
い
る
利
用
者
で
あ
っ
て

も
、
債
権
回
収
代
行
業
者
か
ら
の
請
求
に
応
じ

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
債
権
回
収

代
行
業
者
は
、
利
用
者
が
異
議
な
く
支
払
い
を

認
め
る
場
合
以
外
は
、
請
求
す
る
事
は
で
き
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
例
は
、
支
払
い
義
務
の
な
い
代
金

を
支
払
っ
た
こ
と
か
ら
、「
お
金
を
支
払
う
人
」

と
み
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
目

の
代
金
を
、
次
々
と
要
求
さ
れ
、
被
害
が
拡

大
し
て
し
ま
っ
た
振
り
込
め
詐
欺
で
す
。
被
害

は
、
振
り
込
ん
だ
お
金
だ
け
で
な
く
、
サ
ラ
金

と
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
利
用
分
（
１
４
０
万
円
＋

利
息
）
の
今
後
の
返
済
に
ま
で
お
よ
び
ま
す
。

　

す
ぐ
に
警
察
に
被
害
届
を
提
出
す
る
一
方

で
、
こ
の
業
者
の
電
話
番
号
登
録
が
確
認
で
き

た
の
で
、
少
し
で
も
被
害
回
復
の
見
込
み
が
な

い
か
、
弁
護
士
相
談
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、
最
終
振
込
み
か
ら
２
週
間
経
っ

て
い
ま
し
た
が
、
業
者
の
銀
行
口
座
凍
結
を
、

当
相
談
窓
口
か
ら
手
配
し
ま
し
た
。

還
付
金
詐
欺
に
も
ご
注
意
を

　
「
広
報
ひ
こ
ね
」
２
月
15
日
号
で
も

お
知
ら
せ
し
た
「
還
付
金
詐
欺
」
も

周
期
的
に
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

役
所
が
還
付
金
の
た
め
に
、Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現

金
自
動
預
払
い
機
）
の
操
作
を
お
願
い
し

た
り
、
振
込
口
座
を
口
頭
で
お
尋
ね

す
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
旦
払
っ
て
し
ま
っ
た
お
金
の
被

害
回
復
は
、
ほ
と
ん
ど
見
込
み
が
あ

り
ま
せ
ん
。
く
れ
ぐ
れ
も
、
振
り
込

む
前
に
家
族
や
友
人
、
役
所
や
警
察

な
ど
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
事
例

　

個
人
情
報
管
理
と
、
債
権
回
収
代
行
を

兼
務
す
る「
㈶
国
民
●
●
支
援
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
業
者
か
ら
、
携
帯
電
話
に
料
金
請

求
の
電
話
が
あ
っ
た
。
携
帯
電
話
で
無
料

サ
イ
ト
を
利
用
し
、
無
料
期
間
中
に
退
会

手
続
き
を
し
て
い
な
い
の
で
、
登
録
料
と

延
滞
金
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
規
定
は
見

な
か
っ
た
が
、
サ
イ
ト
名
に
覚
え
が
あ
っ

た
の
で
、
４
万
円
を
振
り
込
ん
だ
。

　

次
に
、「
あ
な
た
の
個
人
情
報
が

１
３
０
件
も
流
出
し
て
い
る
。
放
置
し
て

い
る
と
大
変
な
事
に
な
る
。
削
除
す
る
に

は
12
万
円
必
要
」
と
言
わ
れ
、
言
わ
れ
た

と
お
り
に
振
り
込
ん
だ
。
さ
ら
に
、「
あ

な
た
の
個
人
情
報
を
削
除
し
て
い
る
と
き

に
、
専
用
の
パ
ソ
コ
ン
が
故
障
し
た
。
完

全
削
除
す
る
に
は
、
パ
ソ
コ
ン
修
復
費

30
万
円
が
必
要
」
と
言
わ
れ
て
、
こ
れ
も

振
り
込
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に
色
々
と
口
実

を
設
け
、
手
持
ち
金
５
０
０
万
円
を
振
り

込
ま
さ
れ
た
。

　
「
も
う
お
金
が
な
い
」
と
言
う
と
、ま
ず
、

サ
ラ
金
２
社
か
ら
35
万
円
を
借
り
さ
せ
ら

れ
、
次
に
は
、
手
持
ち
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
で
20
万
円
を
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
さ
せ
ら

れ
た
。
さ
ら
に
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で

回
数
券
を
約
85
万
円
分
購
入
し
、
金
券
シ

ョ
ッ
プ
で
換
金
し
て
振
り
込
む
よ
う
指
示

さ
れ
、
す
べ
て
指
示
ど
お
り
に
振
り
込
ん

だ
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
最
終
的
に
は
、
14

回
に
わ
た
っ
て
、
総
額
約
６
４
０
万
円
を

振
り
込
ん
だ
。

　

㈶
国
民
●
●
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
は
、

「
５
０
０
万
円
は
、
最
終
振
込
日
の
２
週

間
後
に
返
金
し
、
サ
ラ
金
と
ク
レ
ジ
ッ
ト

分
は
、
㈶
国
民
●
●
支
援
セ
ン
タ
ー
と
ク

レ
ジ
ッ
ト
会
社
、
サ
ラ
金
と
の
間
で
清
算

す
る
の
で
、
私
に
は
一
切
負
担
は
掛
か
ら

な
い
」
と
言
わ
れ
た
が
、返
金
日
（
今
日
）

に
振
り
込
み
返
金
さ
れ
ず
、
朝
か
ら
電
話

を
し
て
も
繋
が
ら
な
い
。
サ
ラ
金
の
１
回

目
の
返
済
日
が
近
づ
い
て
い
る
が
、
私
が

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

　
（
30
歳
代　

女
性
）

　　

災
害
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、
一
人
暮
ら
し

の
高
齢
者
や
、
重
度
の
障
害
が
あ
る
人
な
ど
、

自
力
で
避
難
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
が
、
地

域
で
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

「
災
害
時
要
援
護
者
支
援
制
度
」
を
創
設
し
ま

す
。

　

こ
れ
に
と
も
な
い
、
高
齢
者
や
障
害
の
あ

る
人
の
「
災
害
時
要
援
護
者
登
録
台
帳
」
を

作
成
し
ま
す
。

　

次
の
「
ア
」「
イ
」
の
両
方
に
該
当
す
る
人

で
、
災
害
時
な
ど
に
、
地
域
で
の
支
援
を
希

望
す
る
人
は
、
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

災
害
時
要
援
護
者
の
登
録
条
件

ア
．
次
の
①
〜
⑥
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

高
齢
者
、
ま
た
は
障
害
者
で
あ
る
こ
と

①
満
75
歳
以
上
の
独
居
の
高
齢
者
ま
た
は
満

75
歳
以
上
の
者
の
み
で
構
成
す
る
世
帯
の

高
齢
者

②
要
介
護
３
・
４
・
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る

人
③
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
を
所
持
す
る
人

④
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
を
所
持
す
る
人

⑤
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
・
２
級
を
所

持
す
る
人 

⑥
右
の
①
〜
⑤
に
準
じ
る
状
態
に
あ
る
人
で
、

特
に
災
害
時
の
支
援
を
必
要
と
す
る
人

イ
．
登
録
に
必
要
な
個
人
情
報
の
提
供
に
同

意
で
き
る
こ
と

登
録
の
方
法

　

災
害
時
要
援
護
者
と
し
て
、
登
録
を
希
望

す
る
人
は
、福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
（
社
会
福
祉
課
・

介
護
福
祉
課
・
障
害
福
祉
課
）、
市
役
所
（
総
務
課
）、

支
所
・
出
張
所
に
備
え
て
あ
る
「
彦
根
市
災

害
時
要
援
護
者
登
録
申
請
書
兼
同
意
書
」
に

必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
災
害
時
に
お
い
て
、
避
難
誘
導
、

救
出
活
動
、
安
否
確
認
な
ど
の
支
援
を
し
て

い
だ
け
る
、「
地
域
支
援
者
」
の
選
任
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
登
録
に
は
印
鑑
が
必
要
で
す
。

登
録
情
報
の
活
用

　

申
請
書
に
基
づ
く
情
報
は
、
関
係
機
関
や

地
域
支
援
者
、
民
生
委
員
児
童
委
員
、
自
主

防
災
組
織
お
よ
び
自
治
会
に
提
供
し
、
災
害

時
の
支
援
体
制
の
整
備
に
活
用
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
・
申
請
先　

社
会
福
祉
課
☎

23-

９
５
９
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
８

番
、

介
護
福
祉
課
☎
23-

９
６
６
０

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
８
番
、

障
害

福
祉
課
☎
27-

９
９
８
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
７
番
、

総
務
課
☎
30-

６
１
０
０

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

く
つ
や
カ
バ
ン
は
燃
や
せ
る
ご
み
へ

　

４
月
か
ら
、
燃
や
せ
る
ご
み
の
区
分
が
変
更

に
な
り
ま
し
た
。「
ご
み
の
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
」

で
、
再
度
、
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

区
分
が
変
更
さ
れ
た
ご
み　

く
つ
、
ス
リ
ッ

パ
、
長
靴
、
ブ
ー
ツ
な
ど
の
靴
類
（
ス
キ
ー

靴
、ス
ケ
ー
ト
靴
な
ど
の
特
殊
な
靴
は
除
く
）、ボ
ー

ル
な
ど
の
ゴ
ム
製
品
、
カ
バ
ン
、
グ
ロ
ー

ブ
な
ど
の
皮
革
製
品
、
ス
ポ
ン
ジ

新
し
い
区
分　

燃
や
せ
る
ご
み

種
類
や
用
途
に
応
じ
て

指
定
の
袋
を
ご
使
用
く
だ
さ
い

　

ご
み
は
、
市
指
定
の
専
用
袋
で
集
積
所
に
出

し
て
く
だ
さ
い
。（
左
の
図
）

廃
食
用
油
の
回
収
拠
点
が
増
え
ま
し
た

　

彦
根
市
で
は
、
家
庭
か
ら
の
廃
食
用
油
（
使

用
済
み
て
ん
ぷ
ら
油
や
消
費
期
限
切
れ
食
用
油
を
含

む
）
を
回
収
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
次
の
10
か

所
に
回
収
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

回
収
ボ
ッ
ク
ス
設
置
場
所　

市
役
所
１
階
（

生
活
環
境
課
）、
清
掃
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
保
健

セ
ン
タ
ー
、
支
所
・
各
出
張
所
（
河
瀬
出
張
所
、

亀
山
出
張
所
は
、
４
月
に
新
設
）、
旭
森
地
区
公

民
館
、
銀
座
リ
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

※
清
掃
セ
ン
タ
ー
と
旭
森
地
区
公
民
館
以
外

の
持
ち
込
み
は
、
施
設
の
開
庁
時
間
の
み

と
な
り
ま
す
。

※
容
器
の
ふ
た
は
、
し
っ
か
り
閉
め
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。

清
掃
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ
と
お
願
い

　
　

清
掃
セ
ン
タ
ー
管
理
課
☎
22-

２
７
３
４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

７
７
８
７
番

万
が
一
の
と
き
の
た
め
に
登
録
を
！

災
害
時
の
避
難
支
援
制
度


